
１ 策定の目的

（仮称）熊本市健全な森づくり推進計画（熊本市森林整備計画）（骨子）

２ 推進計画の位置づけ

熊本市第７次総合計画

（仮称）
熊本市健全な森づくり推進計画

（熊本市森林整備計画）

◆第３次熊本市環境総合計画（自然環境、地球環境等）
◆熊本市緑の基本計画（緑地量・緑被率）
◆第２次熊本市地下水保全プラン（水源涵養機能保全）
◆熊本市低炭素都市づくり戦略計画（CO２の吸収源機能）
◆熊本市生物多様性戦略（生物多様性保全）
◆熊本市SDGｓ未来都市計画（資源循環利用）
◆各区まちづくりビジョン（市民との協働）
◆第２次熊本市都市マスタープラン（自然環境保全等） 他

（県）

◆白川・菊池川地域森林計画

（市 他部門の計画）
（市）

◆熊本県森林・林業・木材産業基
本計画

【施策の目標】

【基本方針】

【主な取組】

健全な森づくりの推進

適正な森林管理の推進

森林環境教育や市民による森づくり

・新たな森林管理制度の推進
・市有林の整備・保全

・森林環境教育等の推進
・市民との協働の森づくり（放置竹林対策等）

魅力ある多様な自然環境の保全

反映

整合

整合

１

国において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設（国税：H31.4.施行）されるとともに、所有者不明の森林の増加や担い手不足等の課題
に対応し、森林の有する機能の発揮に向け、市町村が主体となって森林整備を行う「新たな森林管理システム」（森林経営管理法）の運用が
開始された。
このような中、今回の熊本市第７次総合計画中間見直しにおいて森づくり施策に関する事項を位置付けることとしており、その基本方針と

して位置付ける健全な森づくりの推進に沿って着実に推進していくための取組の具体的な方向性を示すとともに、森林環境譲与税の活用の方
向性を市民に広く示すものとして、「（仮称）熊本市健全な森づくり推進計画（熊本市森林整備計画）」を策定する。

◆本計画は、森づくりの具体的な取組みの方向性等を示すとともに、森林法に
基づき策定している「熊本市森林整備計画」（※主に私有林の適切な森林施業
に向けた技術的な規範を記載）を含める形で策定する。
◆本計画は10年を１期として5年毎に見直す。
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４ 国内の情勢

 （１９９０）Ｈ２ （２０００）Ｈ１２ （２０１０）Ｈ２２

◇利用期に達する人工林搬出間伐の推進

◇森林の多面的機能の持続的な発揮の推進◇環境問題への関心の高まり
◇育成途上の人工林間伐の推進

京都議定書採択
（1997）

※目標：温室効果ガス削減

パリ協定
（2015）

※目標：平均気温上昇の抑制

（２０１９）Ｒ１

◆森林経営管理法（H31施行）

◆森林環境税及び森林環境譲与税法（H31施行）

森林吸収源対策（間伐等）による推進

◆森林と生活とのかかわ
りの薄れ

・木材価格低迷
・森林所有者の高齢化
・化石燃料への転換

◆適切に管理
されず、放
置される森
林が増加

◆森林の荒廃化
・樹木が密集し、下層植生のない森林や
幹が細く風雪に弱い森林が増加

・森林への竹の侵入により藪化

◆所有者不明森林の増加
◆林業経営に適した森林は寡少
・木材生産を実施している林業事業体や
森林組合はない

・木材搬出の路網整備が困難

◆森林の多面的機能の
阻害

（山地災害防止，水源涵養、
保健レクリエーション、生
物多様性、木材生産）

５ 熊本市の森林の動向



◆金峰山地域を中心に針
葉樹が植林(昭和30年代
～50年代)される。

◆広葉樹、竹林は燃料、
資材、食用等に利用さ
れ里山林として整備・
活用されていた。

[森林への影響][森林の現状][過去の状況]

２

現行の「熊本市森林整備計画」
※森林法による必須事項で構成

１伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

２森林の整備に関する事項
・森林の立木竹の伐採、造林、保育に関する事項
（標準的な伐期齢や方法等）
・機能別施業森林の区域と施業方法等
・委託を受けて行う森林施業又は経営実施の促進の関連事項
・森林施業の共同化の促進に関する事項
・作業路網その他森林の整備に必要な施設整備に関する事項

３森林の保護に関する事項
・鳥獣害防止、森林病害虫の駆除・予防、火災予防等関連

４森林の保健機能の増進に関する事項
・区域、施業方法等

Ⅰ策定の趣旨
１ 策定の目的
２ 推進計画の位置づけ

Ⅱ国内及び熊本市の森林の状況
１ 国内の情勢
２ 森林環境税及び森林環境譲与税

と新たな森林管理制度
３ 熊本市における森林の動向
４ 熊本市の森林の現状

Ⅲ熊本市の森づくり推進の方向性と方策
１ 森づくりの方向性
２ 推進方策
① 新たな森林管理制度の運用
② 森林の活用と市民協働の取組
③ 市有林の活用
④ 木材利用の普及啓発等

３ 森林環境譲与税の活用の方向性
４ 施策体系

Ⅳ森林整備に関する基準
（森林法による必須事項）

Ⅴ推進計画の推進体制

「(仮称)熊本市健全な森づくり推進計画（熊本市森林整備計画）」
※現行の「熊本市森林整備計画」を含めて構成

３ 推進計画の内容
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６ 森林の機能について

（２）熊本市の森林の機能設定について
熊本市の地域森林計画区域は人工林（スギ・ヒノキ）、天然林（広葉樹林）、竹林から成り、地形や森林の状況等により、次のとおり市
域の森林機能のゾーニングを「熊本市森林整備計画」に定めることとしている。

（１）森林法の規定

都道府県が国有林以外の森林を対象として作成する地域森林計画において、森林として機能している区域を「地域森林計画区域」（4,602ｈａ）として定める。

市町村が、「地域森林計画区域」を対象に公益的機能や木材等生産機能のゾーニングを行い、市町村森林整備計画に定める。

※機能の重複する区域や機能設定を行わない白地もある

３

７ 推進計画の対象とする森林について

推進計画に位置づける森林整備の対象森林は、「白川・菊池川地域森林計画」の森林区域4,602ｈａ（次ページ参照）とする。

※１ 市町村森林整備計画は、市町村が望ましい森林の姿へ誘導するため、森林の有する多面的機能（水源涵養、山地災害防止等の国土保全
機能等を果たす公益的機能と木材等生産機能から成る機能）ごとにゾーニングを行う。

※２ 熊本県の「白川・菊池川地域森林計画」に定められた本市の地域森林計画区域は4,602ｈａ（市域のほとんどの国有林を除く森林が区
域に設定されている）であり、「熊本市森林整備計画」において次のとおり森林の機能を設定することとしている。

森林の機能区分 機能の内容 機能設定の要素 対象区域例

多
面
的
機
能

公
益
的
機
能

水源涵養機能
８７３ｈａ

土壌がスポンジのように雨水を吸収して一時的に蓄え、
徐々に河川へ送り出すことにより、洪水を緩和するとも
に、雨水を水資源として浄化

面的なまとまりのある森林で、雨
水流量調整の役割を担う区域

金峰山
金比羅山 (植木町清水)
城南町鰐瀬・藤山

山地災害防止・
土壌保全機能
７８４ｈａ

木の根が土砂や岩石等を固定して、土砂の崩壊を防止 国・県土砂災害警戒区域や傾斜が
急で建物に近接する区域

市内全域に点在

保健文化・
生物多様性保全機能
５８１ｈａ

・健康の維持・増進やレクリエーション活動の場の提供
・多種多様な樹木や下層植生等で構成され、希少種を含
めた多様な生物の生育・生息の場の提供

保健の目的で伐採や開発に制限を
かけられた森林や特に教育的利用
がされている森林の区域

立田山憩の森
植木三ノ岳の森公園
雁回山
託麻三山

木材等生産機能
1,０９８ｈａ

木材生産の可能性のある一部区域において、木材等生産
機能の維持を図る区域

人工林で傾斜が急でない森林や施
業が実施された、または実施を予
定している区域

金峰山



８ 熊本市の森林の現状

（１） ＜推進計画の対象森林＝地域森林整備計画区域＞ （２）＜森林機能の分布図＞

４

6,245
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873ha

784ha

581ha

1,098ha



目指す
森林

森づくりの具体的な
方向性

保健・レクリエーション機能のある森林について、整備や
活用が十分でない。【立田山、雁回山、託麻三山等】

課題

密集した森林では下層植生が
少なく、土壌流出等による山
地災害のリスクが懸念される。

市有林を憩いの場等とし
て整備・活用

放置竹林対策の継続と拡
大や竹林を地域資源とし
て有効利用

木
材
生
産
機
能
の
維
持

公
益
的
機
能
の
高
度
発
揮

管
理
さ
れ
た
竹
林
の

拡
大

山地災害予防のための間
伐等

新たな森林管理シス
テムの運用による間
伐及び境界確認の推
進

森づくりの推進方策
（森林環境譲与税を活用）

市有林の整備と活用
促進

市民との協働によ
る放置竹林対策の
継続と面的拡大を
図り、竹林の有効
利用を推進

高齢化や森林への無関心等に
より、放置竹林及び農地や森
林への浸食竹林が増加。生態
系、里山景観、土砂流出等の
悪影響が懸念される。

木材生産に必要な木材搬出の路
網が整備されていない。

９ 森づくり推進の具体的な方向性と方策（森林環境譲与税の活用）



木材生産の可能性のある
一部区域において間伐等
の適正管理

所有者不明（未相続）、
境界不明林が多い

放置竹林対策に取組む
地域や団体の高齢化等
により継続困難が懸念
される。

森林の有する多面的機能の持続的な発揮に向けて、本市の目指す健全な森づくりの実現に向けた森づくり推進の方向性と方策を示すとと
もに、森林環境譲与税の活用の方向性を明示。

５
※ 健全な広葉樹林には手を入れず自然の遷移の力を活用

公有林管理事業

森林経営管理推
進事業

森づくり推進事業

森づくり
推進事業

・森林環境教育
・木材利用の
普及啓発

・木育等により
森林に対する
理解醸成
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◆新たな森林管理システムの運用

令和2年度より所有者意向調査に着手。山地
災害予防等の防災上整備の必要がある公共性の
高い場所などから順次取り組み、市内の私有林
人工林（人工林1,040ｈａから森林経営計画策
定地153ｈａを除く）約890ｈａを１５年程
度（国の示す目安（間伐のおおよその周期）に
よる）で一巡する。

（効果）

・森林境界明確化の推進

・間伐による下草育成や針葉樹の広葉樹林化

により山地災害防止機能が強化

〈推進イメージ〉

１０ 森林環境譲与税の活用の方向性



※参考：「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」（第３４条）

 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

 一 森林の整備に関する施策

 二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整

 備の促進に関する施策

今後5年間の森林環境譲与税の活用の方向性を示す。

森林経営管理推進事業

６

（２）熊本市における森林環境譲与税の活用の考え方

法の趣旨に基づき森林の有する公益的機能の維持増進に資するよう適正に活用するものとし、新たな森林管理システムの運用など、

新たに取り組む森林整備や森林環境教育等に資する取組に優先的に活用するものとする。

（１）熊本市への森林環境譲与税額（想定）

令和２年度税制大綱に示された措置（財源に地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用）に基づき試算した額

R１年度
（20１９年度）

R２年度
（2020年度）

R３年度
（2021年度）

R４年度
(2022年度）

R５年度
（2023年度）

R６年度
（2024年度）

0.４2億円/年 0.90億円/年 0.90億円/年 1.16億円/年 1.16億円/年 1.43億円/年

＜活用の例示＞



◆市民との協働の森づくりを推進

森林・山村多面的発揮対策交付金（国事業）の活用をはじめとした放置竹林対策を推進し、里山保全（森づくり）の取組みを市民と

の協働により積極的に進める。

（効果）

・放置竹林対策区域の拡大 ・竹林の有効利用による地域活性化

◆市民に対して森林整備に対する理解醸成を図るとともに、木材利用を普及啓発

森林環境教育の活動拠点の整備（既存施設の活用含む）の検討・実施を推進。

各種イベントによる森林学習や公園施設等での木材利用を推進。

（効果）

・森林機能の理解の醸成 ・自然環境の保全に寄与

森づくり推進事業

公有林管理事業

◆市有林を森林環境教育等のフィールドとして整備し、市民の憩いの場（レクリエーションの場）として活用

森林環境教育のフィールドとしての市有林等の整備や森林環境教育の活動拠点（既存施設の活用含む）の検討・導入を推進。

（効果）

・森林浴、自然観察など休養・レクリエーション・学習の場が拡大

７

◆所有者意向調査を実施した森林の面積 ＜基準値：令和元年度、目標値：令和６年度、令和１１年度＞

◆放置竹林対策（森林・山村多面的機能発揮対策交付金）に取組んだ面積 ＜基準値：令和元年度、目標値：令和６年度、令和１１年度＞

１１ 推進体制について

 ・ 推進計画の毎年度の進捗管理は庁内連絡会議で実施。

・ 推進計画の改定は、５年毎（森林法の規定による）に実施し、庁内連絡会議及び外部策定委員会に諮る。

庁内連絡会議（案）【庁内1５課】
◆役割：推進計画の進捗管理（毎年度）

森林環境譲与税の使途の検討（毎年度）
推進計画の策定及び改定案の検討（５年毎）

◆委員構成
政策企画課、財政課、地域活動推進課、環境共生課、水
保全課、観光政策課、公園課（緑化フェア室）、各区総
務企画課、青少年教育課、指導課
（事務局：農業政策課）

外部策定委員会（案）【庁外】
◆役割：推進計画の策定及び改定の検討（５年毎）
◆委員構成案
・国
・県
・森林組合関係
・経済界関係
・学識者(森林環境教育)(市民協働)
・熊本県森林インストラクター協会
・市民公募委員2名

（仮称）熊本市健
全な森づくり推進

計画
（５年毎樹立）

報
告
・
提
案

検
証
・
改
定

・国、県、熊本県森林組合連合会との連携

＜目標値＞
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